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町の人口（9月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入ほか……36人（うち出生　5人）

転出ほか……42人（うち死亡19人）
8月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （9月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,846人 減 6人 
 男 3,889人  減 4人
 女 3,957人 減 2人
世帯数 4,460世帯 減 3世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,068 1,807 1,845 3,652
大賀郷 1,493 1,295 1,307 2,602
樫　立 303 268 265 533
中之郷 387 356 370 726
末　吉 209 163 170 333
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平成 27 年国勢調査　回答をお願いします　ほか

平成27年国勢調査　回答をお願いします
　９月に国勢調査員が各家庭へ国勢調査の調査票をお届けしました。
　国勢調査は５年に一度、全ての人を対象に行われ、日本の未来を描く上での様々な施策や研究の基とな
る大変重要な調査です。ぜひご協力をお願いします。
　・国勢調査は「統計法」に基づき行われ、回答が義務付けられています。（法第 13 条など）
　・調査の結果を調査目的以外に利用することはありません。
　・調査員や統計調査に従事するものには、守秘義務が課せられています。
　・集められた調査票は厳重に管理され、集計が完了した後は溶解処分を行います。
●９月中にインターネットでの回答をされた方へ
　 　10 月１日（木）で世帯員の異動などがあった場合は、以下のインターネットアドレスより修正をお

願いします。修正の際はお手元の「平成 27 年国勢調査インターネット回答の利用者情報」に記載の調
査対象者 ID およびパスワードによりログインしてください。

　　「国勢調査オンライン」　http://www.e-kokusei.go.jp
●回答がお済みでない方へ
　 　調査員より手渡しもしくは郵便ポストなどに投函された紙の調査票に必要事項を記入のうえ、担当調

査員へお渡しください。担当調査員の連絡先が分からないなどの場合は、問い合わせください。
■問い合わせ■
　国勢調査全般や記入の仕方などに関する問い合わせ　
　　国勢調査コールセンター　電話 0570－07－2015　（IP 電話の場合は 03－4330－2015）
　　受付期間　10 月 31 日までの午前８時～午後９時（土日祝日対応）
　その他お困りの場合の問い合わせ　企画財政課企画情報係　電話 2－1120　（町役場開庁時間内）

マイナンバー（個人番号）通知カードが送付されます
10 月 5 日以降、住民票の住所に、紙製の通知カードが簡易書留（転送不可）で届きます
 ・通知カードには基本４情報（氏名、住所、生年月日、性別）とマイナンバーが記載されます。
 ・マイナンバーは特別な場合を除いて、一生変わらず使います。
 ・平成 28 年 1 月から、保険や年金、税などの手続きのときに、マイナンバーを利用します。
通知カードは絶対に破棄・紛失しないでください！
 ・再発行に料金がかかります。大切に保管しておいてください。

【通知カードのイメージ（案）】

　出典：地方公共団体情報システム機構　個人番号総合サイト
　https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/index.html

個人番号カード（顔写真入りの IC カード）が申請できます（希望者のみ）
 ・通知カードに同封される申請書と返信用封筒にて申請してください。申請は無料です。個人番号
　カードは、本人確認書類と、マイナンバーの確認書類を兼ねる便利なカードです。
■問い合わせ■　
　制度に関する問い合わせ　　　　　　　　　　　企画財政課企画情報係　電話 2－1120
　個人番号カードの交付に関する問い合わせ　　　住民課住民係　　　　　電話 2－1123
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東京都シルバーパス

東京都シルバーパス
シルバーパス制度をご存知ですか。
　満 70 歳以上の都民の皆さんの積極的な
社会参加を支援するために、東京都の支援
のもとに実施している制度です。シルバー
パスは、申し込みにより発行され、八丈町
営バスや、都内路線バス、都営地下鉄（大
江戸線、新宿線など）、日暮里・舎人ライナー、
都電が利用できます。パスの発行を希望さ
れる方は、企業課運輸係に申し込みくださ
い。

　 　

東京都　シルバーパス発行のお知らせ 

　 満７０歳以上の都民の方は、申し込みにより、東京都シルバーパス
を購入できます。

１，０００円　パスを購入できる方
区市町村民税が非課税または課税で合計所得金額１２５万円以下の方

住所・氏名・生年月日が確認できる書類
　（健康保険証や、運転免許証など）
平成２６年度の区市町村民税が非課税の方は、課税状況が確認でき
る書類（住民税非課税証明書、介護保険料納入通知書など）

購入する方の区市町村民税が課税の方

２０，５１０円

住所・氏名・生年月日が確認できる書類
　（健康保険証や、運転免許証など）

　利用できる期間   今回申請される方は、平成２８年９月３０日（金）までです。
　受付窓口         　企業課運輸係　　■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126

平成２７年度

必要な書類

必要な費用

必要な書類
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国民年金

国民年金 ■住民課医療年金係　電話2－1123
■港年金事務所　　　電話03－5401－3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【国民年金保険料「５年の後納制度」開始】
　過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「後納
制度」が、平成27年10月１日から３年間限りの特例として開始されました。なお、老齢基礎年金を受給
している方などは、後納制度の利用はできません。
　後納制度を利用するには、申し込みが必要です。
詳しくは「国民年金保険料専用ダイヤル」（0570－011－050）をご利用ください。

【社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を送付します。】
　国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象です。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合にも、納付した方が、社会保険料控除として申告する
ことができます。
　確定申告などで社会保険料控除の申告をする際には、納付した国民年金保険料額を証明する書類の添付
が必要です。
　このため、平成27年９月30日までに納付した国民年金保険料額を証明した「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が11月上旬に送付されます。
　確定申告、年末調整の手続きの際には、この証明書（または領収証書）が必要になりますので、大切に
保管してください。

【年金受給者のみなさまへ『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう！】
　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺
族年金は課税されません。）
　課税対象となる受給者の方には、毎年10月下旬に日本年金機構から扶養親族等申告書が発送されます
ので、提出期限までに必ず提出してください。
　この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘
れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。
　なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。

《平成28年分「扶養親族等申告書」が送付される方》
①　年齢が65歳未満で年金額が 108 万円以上の方
②　年齢が65歳以上で年金額が 158 万円以上の方

各種問い合わせ
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
0570-05-1165（ナビダイヤル）　PHS、IP 電話、海外からは 03－6700－1165（一般電話）
受付時間　月　曜　日：午前８時30分～午後７時
　　　　　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで相談を受け付けます。
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。
●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
0570 － 058 － 555（ナビダイヤル）　PHS、IP 電話、海外からは 03－6700－1144（一般電話）
受付時間　月～金曜日：午前９時～午後７時
　　　　　第２土曜日：午前９時～午後５時
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。
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国保だより／赤い羽根共同募金運動

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2-1123

特定健診の結果について
　国保被保険者対象の特定健康診査を７月19日～24日の６日間実施しました。特定健康診査を受診した
方には、健診結果とメタボリックシンドローム結果通知を、９月に郵送しましたのでご確認ください。
　メタボリックシンドローム結果通知にて、動機付け支援に該当された方はメタボリックシンドローム予
備群の方です。また、積極的支援が必要な方と診断された方は、メタボリックシンドローム該当者です。
町では、生活習慣の改善の方法などライフスタイルに合わせた支援を行う保健指導を予定しておりますの
で、該当者の方はぜひ参加してください。

「医療費のおしらせ」について
　医療費のおしらせを８月に発送しました。みなさんが医師にかかったときの医療費は、いくらかかって
いるのでしょうか。外来、入院いずれも３割（義務教育就学前までは２割、70歳～74歳は１割または２割・
現役並み所得者３割）を窓口で支払うだけですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくい仕組みに
なっています。そこで、国民健康保険に加入している方に医療明細（10割）の通知を年２回世帯主へ郵
送しています。（10割分が３千円以下の方は除く。）

送付月 送付対象診療月病院受診分 送付対象診療月柔道整復分

８月 ５月診療分 ４月請求分

12 月頃 ９月診療分 ８月請求分

　この明細で、医療費を理解していただき、請求金額に誤りがないか、また、重複診療などで受ける側も
過剰診療をしていないかなどのチェックをしてください。
　なお、このお知らせは会社の健康保険に加入している方や後期高齢者医療制度に該当している方には送
付しておりません。また、所得税・住民税などの医療費控除には使用できませんのでご注意ください。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
◆ 病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないこと、疑問に思うことなど、いつでもご相談ください。

赤い羽根共同募金運動
　赤い羽根共同募金運動が、10月１日（木）から始まります。「たすけあい精神」を基調として始まった
共同募金は、今年で69回を迎えます。皆さんの深いご理解とご支援により、昨年の八丈町の募金総額は
880,920円でした。ご協力ありがとうございました。
この募金は全国で次のようなことに役立てられました。
　①　歳末たすけあい運動による福祉事業展開活動
　②　身体障害や知的障害のある方のための授産事業用車両、施設生活備品整備
　③　地域福祉の増進のための地域福祉活動団体、社会福祉協議会による活動
　④　保育所や児童養護施設などの子どもたちのための備品整備
　⑤　各種福祉施設、団体のための様々な福祉活動の実践・啓発活動
　⑥　高齢者のための通院用車両、特殊浴槽の整備
　⑦　非行や犯罪防止など健全な社会のための備品整備
　また、寄付金については、個人所得税の寄付金控除など、税制優遇措置を受けることができます。
今年も皆さんのご協力をお願いします。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570
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町税の滞納処分を強化しています／八丈町不動産公売について　ほか

町税の滞納処分を強化しています　■問い合わせ・申し込み■　税務課徴収係　電話 2－1122

～税負担の公平性を確保するために～	
納付にお困りの方は必ずご相談ください
　病気やケガ、事業の休廃止などの事情により、やむを得ず納期限までに納付ができずお困りの方は、必
ず納付相談を町役場にて行ってください。町役場の業務時間内または、電話申し込みにより業務時間外（午
後５時 15 分～午後７時）にも納付相談を行っています。　
納付相談に関するＱ＆Ａ
Ｑ．納付相談をしたいけど、何を話せばいいのかわからない。
Ａ．まずはご連絡いただき、納期内の納付が出来ない、または出来なかった理由を職員に伝えてください。
　 来庁時は『今後、どのように納付して滞納町税を完納していくか』の誓約書を書面で八丈町に提出して

いただきます。印鑑と毎月の収入や支出などが分かる資料もご用意ください。
Ｑ．納付相談をする上で、大切なことは？
Ａ ．重要なポイントは『出来るだけ短期間で滞納を完納し納期限内の納付が出来るようになる計画』を自

分自身で立てることです。滞納分の解消が長期間にわたる納付計画は原則として認められません。
Ｑ．毎月の収入額が不安定で計画が立てられない。
Ａ ．特に自営業の方は収入が多い時期、少ない時期があることが予想されます。収入が多く見込める時期

には多く納付するなど、毎月の一定の納付額にこだわらず、柔軟な納付計画を立てることをお勧めします。
Ｑ．納付の相談をしても差押をされる？
Ａ ．町税の滞納がある方に対しては、納付相談の有無に関わらず財産の調査を行います。そして納付の相

談をしたときの納付計画が守られていない場合は、滞納処分の対象となります。
口座振替は納め忘れもなくたいへん便利です。
○口座振替ができる金融機関　七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行
○申込方法　 各金融機関へ預（貯）金通帳、届出印、納税通知書を持参して、備え付けの預金口座振替

依頼書・自動払込利用申込書にて申し込みください。

八丈町不動産公売について　　　　　■問い合わせ■　税務課徴収係　電話 2－1122

日　時：10月14日（水）午前10時00分から10時40分まで　入札　
　　　　　　　　　　　　午前10時43分　開札
場　所：八丈町役場大会議室
必要書類等：公売保証金・免許証などの本人確認書類・印鑑（認印可・法人の場合は代表者印）
　　　　　　代理権限を証する委任状（代理人が入札する場合）・買受適格証明書
　　　　　　※ 共同で入札される場合は、共同者全員の委任状と共同入札者持分内訳書を必ずお持ちくだ

さい。
　　　　　　※買受適格証明書は八丈町農業委員会まで問い合わせください。
入札に参加される方は税務課徴収係窓口にて詳細を確認してください。
　※ 公売財産に関わる図面・地図・写真などを、税務課にて閲覧できます。ただし、公売財産によって閲

覧できるものは異なります。
　※公売を中止する場合がありますので、入札前に必ず確認してください。

「みはらしの湯」臨時休業のお知らせ
　末吉温泉「みはらしの湯」は、温泉井戸浚渫（しゅんせつ）工事のため、下記の期間臨時休業します。
　なお、この間、他の町営温泉は休まず営業します。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
■期　間　10月15日（木）　～　10月30日（金）
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570
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教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

■八丈町教育相談室 　　　　　電話　２－０５９１　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター（教育相談一般）　電話　０３－３３６０－８００８　　　平日　午前９時～午後９時

土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いのちの電話　　　　　　　　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

富士中学校　【総合的な学習の時間】
＜職場体験　第２学年＞
　本校では、生き方教育（キャリア教育・進路指導）を推進してい
ます。総合的な学習の時間のテーマを「21世紀を『共に生きる』とし、
自らの生き方を主体的に考えさせるために、第２学年では職場体験
学習、第３学年では福祉学習の一環として 10 月に障害のある方々
との交流活動を実施する予定です。
　今回は、６月 10 日から３日間実施した「職場体験」についてご
紹介します。
＊目的＊
 ・地域における様々な職種や仕事内容について調べ、八丈島におけ

る労働環境の現状と課題について理解を深める。
 ・実際に職業を体験することによって、勤労の意義、働くことの喜

びや苦労を知り、「自らの生き方」や進路について考える。
＊体験した事業所＊　　写真上から①～④

①八丈ストア　②消防本部　③町役場　④ゆーゆー牧場
・むつみ保育園　・むつみ第二保育園　・大賀郷小学校
・あしたば加工工場　・給食センター　・のんぶらり（園芸）
・スーパーあさぬま　・ぱすてる美容室　・宝亭　・学校（用務員）

　以上の 14 事業所にお世話になりました。生徒たちは、体験する
前と後では、職業に対する意識が大きく変わったようです。体験を
している生徒たちの表情は、真剣な中にも気持ちのこもったとても
良い表情をしていました。「最初は緊張したけれど、慣れてきたら、
楽しくしっかりと仕事に取り組むことができました。」これがほと
んどの生徒の感想です。大変な中にも達成感を得られたことは、１
年生からの職業調べなどの事前学習で学んだことを生かすことがで
きたからでしょう。この経験は今後の学校生活にも良い変化をもた
らすはずです。
　本校の生徒の課題に“自己肯定感が弱い”ということがあります。
多くのアクティブラーニング式の学習を実践することで、将来、夢
や目標を明確にもてる生徒を育成していきたいと考えています。

今月の学校行事
■第９回小学校連合音楽会
　日時：２日（金）午後１時30分開場・１時55分開演
　会場：八丈町多目的ホール　おじゃれ
■第55回八丈管内中学校陸上競技記録会
　日時：４日（日）午前９時～　／　会場：三原中学校
■三原中学校　学校公開期間　期日：26日（月）～30日（金）
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図書館からのお知らせ／島ことばカルタ販売中！　ほか

赤十字から講習会のお知らせ
　八丈町赤十字奉仕団では、日本赤十字社東京都支部の方を講師に招き、災害知識を身に付け、対処法な
どを学ぶため講習会を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。
○目　的　災害発生後の対応、被災者を一人でも少なくするため、日頃から準備態勢の理解を深める。
○日　時　10月22日（木）　　①午前10時～正午（応用包帯）
　　　　　　　　　　　　　　 ②午後１時～３時30分（災害時高齢者支援）
○場　所　八丈町保健福祉センター
○講　師　日本赤十字社東京都支部　振興部地域振興課地域奉仕団係長ほか
○対　象　八丈町赤十字奉仕団員および町民の皆さん
■問い合わせ■　八丈町赤十字奉仕団委員長　森　郁郎　電話 2－4560
　　　　　　　　八丈町福祉健康課厚生係　　　　　　　電話 2－5570

●蔵書点検のため休館します。　10月13日（火）～24日（土）
　「蔵書点検」とは図書館にある本や雑誌、ＤＶＤなどの所蔵
データと現物をつけ合わせる、棚卸し作業のことです。
　皆さんが利用する本や雑誌、ＤＶＤなどを確実にお届けする
ため、年一回、この作業を行う必要があります。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
　休館中も返却ができます。図書館入口の返却ポストや坂上の各出張所をご利用ください。

（坂上の各出張所では本・雑誌のみ返却できます）
●今月のおはなし会 　10日（土）午前10時～11時　こどものほんのへや
読み聞かせ：CS 文庫（大賀郷）しただみ文庫（末吉）※都合により変更する場合があります。
　今回はどんなおはなし会かな？　工作遊びもあるよ。みんなでおじゃりやれ♪
●休 館 日　毎週月曜日・13日（火）～24日（土）特別整理休館（蔵書点検）
●開館時間　午前９時30分～午後５時
●新着図書　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊

『潮流』今野 敏 著　　　 　　　　　　　　　『老眼をあきらめるな！』足立 和孝 著
『お米ができるまで』岩貞 るみこ 作　　　　 『ジンベエザメのはこびかた』松橋 利光 写真

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVDなどの返却日をご確認ください！＊
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

図書館からのお知らせ

「再改訂・五地域版 八丈・島ことばカルタ」と
「読み上げ音声 CD（各地域）」

　「再改訂五地域版 八丈・島ことばかるた」と「読み上げ音声 CD（各地域）」を発行しました。かるたは
増刷にあわせ、読み札の文字に修正を加え、各地域の読み上げ音声ＣＤは、ＣＤプレーヤーなどでランダ
ム再生していただくことで、読み札を読む人がいなくてもかるたをお楽しみいただけます。各取扱店にて
お買い求めください。
○販売価格（税込）かるた…９１８円　CD…４８６円
　※ CD の販売価格については広報９月号で掲載した予定価格と異なります。ご注意ください。
○取 扱 店　八丈書房、大志堂、民芸あき本店、黄八丈めゆ工房、八丈民芸やました、
　　　　　　八丈島観光協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）
■問い合わせ■　八丈町教育委員会　電話 2－7071

９月９
日より

販売中
！
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子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健　ほか

八丈高校授業公開のお知らせ
（定時制）10月６日（火）～８日（木）　午後５時30分～９時10分
どなたでもご覧いただけます。詳しい時間割などについては、問い合わせください。

■問い合わせ■　都立八丈高等学校　電話　2－1181

●四種混合集団接種
　日時：　10月 ８日（木）　午後３時～３時30分
●ＢＣＧ集団接種
　日時：　10月14日（水）　午後３時～３時30分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日時：　10月22日（木）　午後３時～３時30分
●麻しん風しん第１期集団接種
　日時：　10月29日（木）　午後３時～３時30分
●予約制個別接種
　日時：　10月 ８日（木）　午後３時30分～４時
　　　　　10月22日（木）　午後３時30分～４時
　※今年度より受付時間が変更になっています。
●会場：町立八丈病院小児科
　予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方な
どのために、毎月第２、第４木曜日に設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は、実施日の１週間
前までに問い合わせ先までご連絡ください。

■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

子どもの定期予防接種のお知らせ

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話２－ 5570

※健診の対象者には個別通知します　

今月の健康診査　　　　会場：保健福祉センター
３～４カ月児・産婦健康診査　10月13日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成27年５月12日～平成27年７月13日生まれの乳児とその産婦
３歳児健康診査  10月27日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成24年8月19日～平成24年10月27日生まれの幼児
４歳児歯科健康診査   10月７日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成23年７月９日～平成23年10月７日生まれの幼児
こども心理相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター
10月27日（火） 午前９時～午後４時　　○対象　１歳６カ月以上の未就学児
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありました
ら、専門の心理相談員が相談に応じます。
すくすく相談（要電話予約）　　　会場：保健福祉センター
10月22日（木） 午前９時30分～11時30分
　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助産師が応
じます。母子健康手帳を持参してください。
すこやか講演会（要予約）　　　　会場：保健福祉センター
10月24日（土）  午後２時～３時30分
　毎年好評をいただいている、臨床心理士、小児科医師、小学校校長先生による講演会です。
　是非この機会にご参加ください。
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平成 28 年度八丈町立保育園　入園児募集のご案内　ほか

平成28年度八丈町立保育園　入園児募集のご案内
【受付期間】一次選考：11月 ２日（月）～ 11月20日（金）
　　　　　 二次選考：11月24日（火）～平成28年３月10日（木）

【受付場所】福祉健康課厚生係（町役場１階７番窓口）
　※ 各保育園でも提出はできますが、書類をお預かりするだけで内容確認はおこないませんので、ご注意

ください。内容に不備がある場合は、福祉健康課厚生係までお越しいただくことになります。
【受付時間】午前９時～午後５時
【入園資格】５歳児：平成22年 ４ 月 ２ 日～平成23年 ４ 月 １ 日生まれ
　　　　　 ４歳児：平成23年 ４ 月 ２ 日～平成24年 ４ 月 １ 日生まれ
　　　　　 ３歳児：平成24年 ４ 月 ２ 日～平成25年 ４ 月 １ 日生まれ
　　　　　 ２歳児：平成25年 ４ 月 ２ 日～平成26年 ４ 月 １ 日生まれ
　　　　　 １歳児：平成26年 ４ 月 ２ 日～平成27年 ４ 月 １ 日生まれ
　　　　　 ０歳児：平成27年 ４ 月 ２ 日～　※受入月齢は６カ月以上です。
　　　　　　（例）　 平成27年11月11日生まれ　⇒　平成28年 ６ 月 １ 日入園分から申込可能
　　　　　　　　　 平成28年 ３ 月10日生まれ　⇒　平成28年10月 １ 日入園分から申込可能

【募集人数・必要書類】八丈町ホームページ、保育園のしおりをご覧ください。
【資料配布場所】福祉健康課厚生係、各保育園で保育園のしおりなど必要書類を配布しています。
【資料配布予定日】10月26日（月）から

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

東京都児童相談センター秋季巡回児童相談
　巡回児童相談は、児童相談センターから遠い地域にお住まいで来所相談を利用しにくい方のため、各地
域に職員が出向いて行う相談です。
■開 催 日　10月30日（金）　　　■開催場所　八丈町保健福祉センター
■対 象 者　18歳未満の児童とその保護者
■相談内容　 発達、性格行動、非行、育児疲れ、家庭で子どもをみるのが難しい、愛の手帳（知的障害の

方に交付される手帳）についてなど
■申込方法　電話連絡のうえ来所にてお申し込みください。
■申込期間　10月５日（月）から16日（金）まで ※土・日・祝日を除く
■受付時間　午前８時30分から午後５時15分まで

■申し込み・問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300

・糖尿病教室　10月９日（金）　・耳鼻咽喉科　10月19日（月）～ 21日（水）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
　診療科によっては予約の取り方が異なりますので、平日の午前８時30分から正午までに、院内予約係
窓口か、電話（2－1188）にてご連絡ください。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科　　・眼科　　・循環器内科　・泌尿器科

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話2－1188

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療
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10 月より、むつみ保育園で一時保育を開始します！　ほか

10 月より、むつみ保育園で一時保育を開始します！
　一時保育とは、八丈町に住所がある方で保育園に入園されていないお子さんを育児している方が、冠婚
葬祭や病院への通院など、何らかの事情により家庭における育児が一時的に困難となる場合に、児童をお
預かり（保育）する事業です。町では「八丈町子ども・子育て支援計画」に基づき、10 月よりむつみ保
育園で、事業を開始します。（子ども家庭支援センターの一時預かり、あおぞら保育園での一時保育は既
に実施しています。）

○対象児童　八丈町に住所を有する満１歳から就学前の児童
○利 用 日　月曜日から金曜日の午前９時～午後５時までの間で希望する時間
　（ただし、土日、祝日、年末年始は休みです。）
○保育時間　児童１名について、１日連続して４時間、１週間に３回まで
○保 育 料　児童１名につき、１時間 350 円
○昼食など　預ける時間帯により昼食とおやつの時間をはさむ場合は、家庭で用意してください。
○申し込み　登録制。利用の１カ月前から７日前までの間に、直接申し込みください。
　　　　　　むつみ保育園　住所：八丈町三根 1763 番地　電話：2－0729

その他一時保育ができる施設
八丈町子ども家庭支援センター（町役場庁舎内）　電話：2－4300
○利用日など　月曜日から金曜日の午前８時 45 分から午後５時まで
　（ 休み、保育時間、保育料などむつみ保育園と同じです。ただし、子ども家庭支援センターは、緊急の場合、

当日でもお預かりしますので、ご相談ください。）

あおぞら保育園　住所：中之郷 2612 番地１　　電話：7－0083
　利用日などはむつみ保育園と同じです。あおぞら保育園では昼食など（給食・おやつ）の提供が可能です。
　（保育料のほかに１回（どちらか一方でも）400 円を別途頂きます。）

　１施設で、同時刻にお預かりできる児童は３名までとなっています。お子さんの体調が悪い場合、お預
かりできません。必要な持ち物などがありますので、利用を希望される各施設に問い合わせください。

■問い合わせ■　利用や保育内容のこと：各施設
　　　　　　　　制度のこと　　　　　：福祉健康課厚生係 2－5570

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日　平　日　午前８時 45 分～午後５時　第２土曜日　午前 9 時～正午
　　　　第２土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前10時30分～11時

　親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！
　　10 月　7 日（水）　バルーンで遊ぼう
　　　　　14 日（水）　ふれあいリズム遊び
　　　　　21 日（水）　震災対策のお話
　　　　　28 日（水）　いっしょに遊ぼう
※育児・保健相談は随時受け付けています

　就学前のお子さんの身体測定　催し物がある日以外で可能なときに測定します。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300

第２土曜日（10日）も
０～３歳を対象に交流ひ
ろばを開放しています♪
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環境だより／水道係からのお知らせ

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

○農業資材などは適切に廃棄してください
　畑で使用したマルチビニールなどの野焼きは、煙や臭気が発生し、人体への悪影響を含め洗濯物や家
の中が煙臭くなるなど、生活環境にも悪影響（近所への迷惑）を与えるため、法律および条例により禁
止されています。
　長さが 50 ｃｍ以上のマルチビニールや農業用ネットなどを廃棄する場合は、有明興業（株）八丈島
営業所へ持ち込んでください。※住民の方が持ち込む場合、料金はかかりません。
　集積所に出す場合は、50 ｃｍ以内に切ってごみ袋に入れた状態で出してください。
有明興業（株）八丈島営業所　　住　所　大賀郷 8316－1　　電　話　2－4165
受付時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時※正午～午後 1 時を除く。　　休業日　日曜日

○家電４品目の適正処理をお願いします
　家電４品目（①エアコン、②テレビ、③冷蔵庫・冷凍庫、④洗濯機・衣類乾燥機）は家電リサイクル
法により適正処理しなければなりません。
 （処理方法）
　●買い替えの場合
　　新しい商品を購入する店舗に引取義務があります。購入時、または購入後に店舗に依頼しましょう。
　●処分のみの場合
　　商品を販売した店舗に引取義務があります。以前商品を購入した店舗に依頼しましょう。
　●その他の場合は有明興業（株）八丈島営業所に直接持ち込んでください。
　　・通信販売で購入した　　　・購入した店舗が廃業してしまった
　　・引越しなどにより購入した店舗が遠方である　・どこで購入したかわからない
　　・人から譲り受けた　など
　　※リサイクル料金は、有明興業（株）八丈島営業所（電話 2－4165）に問い合わせください。
　不法投棄者に対しては、警察と連携をとり厳しく対応します。家電４品目の適正処理にご協力をお願
いします。

○産業廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています。
　産業廃棄物の不法投棄は犯罪です。物品の製造や建物の解体など、事業活動に伴って発生する廃棄物
は産業廃棄物となります。産業廃棄物を発生させた事業者は、法律に基づき自ら処理するか、許可を持
つ処理業者に委託して適正に処理しなければなりません。

水道係からのお知らせ　　　　　　　　■問い合わせ■　企業課水道係　電話 2－1128

～公平性を保つために～　料金未納措置として『給水停止』を行います！
　水道事業はみなさんにお支払いいただく料金収入により運営しています。
　料金未納があると、お支払いいただいている方との公平性を保つことができなくなります。
　お支払いいただけない場合は、水道法および八丈町給水条例に基づき給水停止を行います。
　※必ず納入期限内に納付してください。
　今後とも、安全で安心な「水」の供給に努めますので、ご協力をお願いします。

　『納付相談をご利用ください！』
　お支払いが困難な方には、相談に応じて現状にあった支払い方法を提案します。
　事前連絡の上、町役場開庁日に企業課水道係までお越しください。

～水道料金のお支払いは便利な「口座振替」で～
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道路に張り出している樹木などの伐採のお願い　ほか

道路に張り出している樹木などの伐採のお願い
　夏の間に育った樹木などが道路に張り出し、歩行者や車両の通行に支障をきたしている箇所が多く見受
けられます。事故を未然に防ぐために、建築限界を守り、私有地から張り出している樹木などの管理をお
願いします。
　※私有地から張り出している樹木などは、土地の所有者が剪定または伐採をしていただきますようお願

いします。

●建築限界とは
　 道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならな

い区域のことです。　　　　　　　　　　　　　　 ■問い合わせ■　建設課建設係　電話 2－1124

2.5ｍ 4.5ｍ 

建築限界 

建築限界について 
境界 境界 

 地有私 地有私 車道 歩道 

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第２・４土曜日、日曜日、祝日です。
　収集運搬が必要な方は余裕をもって申し込みください。
　10月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

　4 日（日） １0 日（第２土） １1 日（日） 12 日（月・祝）
18 日（日） ２4 日（第４土） ２5 日（日）

収集運搬業務の受付時間　午前８時～午後４時
収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　　電話 2-0855
○浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置について
　浄化槽の清掃作業に要する経費の一部を１年度につき１回負担します。
　◎対象条件（町の設置および町へ寄付した浄化槽ではない浄化槽が対象です）
　　①　環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽であること
　　②　 事業所以外の住宅（主に住宅として使用されているもの）および小規模店舗が併設されている住宅

に設置されているもの
　　③　 浄化槽法に基づき保守点検（法第 10 条）、清掃（法第 10 条）、法定検査（法第７、11 条）を実

施しているもの
※申請時に提出いただく 11 条検査結果書は１年度に１回しか利用できません。
※申請者に町税、保育料、水道料、病院医療費などの滞納がある場合、軽減措置の対象になりません。
○手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
　し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてください。
　納入通知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123
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お知らせ掲示板

平成27年度八丈町防災訓練
○10 月５日（月）中之郷屋内運動場で開催
　今年の防災訓練は、中之郷地域で開催します。
東京都から公表された八丈島の土砂災害危険箇所では、急傾斜地７９箇
所、土石流危険箇所 22 箇所、地すべり危険箇所３箇所があり、これ
らの危険箇所は、島の中央部から南東部を中心に隣接する山地斜面や河
川沿いの斜面に分布しています。土砂災害の危険性は、雨の降り方や地
盤条件によって異なりますが、八丈町でも一昨年の大島町と同様の土砂
災害が起こりうると考え、今回の訓練内容は、土砂災害を想定し実施し
ます。
　当日は、訓練の一環として、防災行政無線で土砂災害に関する情報な
どを放送し、緊急車両がサイレンを鳴らしますので、火災などと間違わ
ないよう注意してください。
○わが家の防災対策
　近年の多様化する災害対応として「わが家の防災対策」を広報10月号と共に配布します。内容を
ご確認いただき、日頃より災害に備え防災に対する意識向上にご活用ください。
■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－ 1121

平成 27 年度宝くじ助成備品　

　三根婦人会防災クラブは、( 財 ) 自治総合センターから宝
くじの助成を受け、防災広報用視聴覚資器材として、次
の備品を整備しました。
　・移動用音響セット　1 セット
　・ビデオカメラ　１セット
　・コンパクトデジタルカメラ　１セット
　宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業
収入を財源として実施している事業です。初期消火訓練
や、応急救護講習会などにおいて、町民の自主防災意識
を高めるために活用します。
■問い合わせ■　八丈町消防本部　庶務係　電話 2－0119

「あいさつ運動」にご協力お願いします！
　社会福祉協議会では、地域住民同士の繋がりの活性化を目指して、「あいさつ運動」を実施してい
ます。秋は、10 月１日（木）～ 31 日（土）を「あいさつ運動月間」として活動します。この運
動を通して、地域住民の皆さんが積極的にあいさつをするきっかけになればと考えています。
　八丈島では全国平均より高齢化が進んでいて、今後も高齢者世帯や認知症高齢者の増加が予測さ
れています。こうした状況の中、地域住民同士の「見守り」や「声かけ」がさらに重要になってき
ます。
　この状況に対応するため、社会福祉協議会では「地域住民同士の繋がり」の再強化を目指し、そ
の具体的な方法として「あいさつ運動月間」を実施します。期間中、住民の皆さんの積極的なあい
さつの実践をよろしくお願いします。

■問い合わせ■　八丈町社会福祉協議会　電話 2－2609



INFORMATION●　広報はちじょう

15

お知らせ掲示板つづき

平成27年度東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業(第２回)の募集

住民係からのお知らせ　　■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2－1123

◎印鑑登録について
　本人または代理人（※１）が窓口にお越しください（郵送での申請はできません）
　①　 本人による申請で、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポート、

障害者手帳など）、または都内で印鑑登録している方を保証人（※２）とする場合は、窓口で
登録が完了します。

　②　 代理人による申請など、①以外で申請する場合は、照会書に回答していただく方法での登録
になります。（照会書の郵送期間があり、登録完了まで日数がかかります。）

　※１　代理人が申請するには、本人が記入捺印した代理人選任届が必要になります。
　※２　 保証人になるには、3 カ月以内に発行された印鑑登録証明書および登録印（八丈町在住の

方は印鑑登録証および登録印）が必要になります。
◎印鑑登録証明書について
　印鑑登録証明書を請求する場合、必ず印鑑登録証（カード）が必要になります。印鑑登録証がな
い場合は請求できません。また印鑑登録証明書は郵送での請求ができませんのでご注意ください。

募集期間
　10月1日（木）～ 11月2日（月）
補助対象事業
　新たに実施する次の事業
　　①地域資源を活用した特産品に関する事業
　　② 地域資源を活用した観光の振興に関する

事業
　　③①、②に関連した事業展開に関する事業
補助対象事業者
　 ① 個人事業者、中小企業、組合など、財団法人・

社団法人・特定非営利活動法人、複数の企
業などで構成される中小企業グループ、そ
の他地域活性化に資する取り組みを行うと
認められる法人など

　②創業を具体的に予定している方
補助金額
　 対象経費の 9/10 以内で 1,000 万円を上限

とします。ただし、ファンド助成事業での助
成金額は除きます。

条件
補助申請は、東京都中小企業振興公社が
実施する東京都中小企業応援ファンド地
域資源活用イノベーション創出助成事業

（以下「ファンド助成事業」）への申請を
条件とし、当該助成事業の結果を踏まえ、
交付・不交付を決定します。

ファンド助成事業申請書類の提出期間
11 月 9 日（月）～ 11 月 13 日（金）
※事前に提出申込（10 月 30 日（金）
まで）が必要です。

事業期間
　事業確定から 2 年以内
申込方法　　
　 所定の計画書により募集期間内に企画財政課

へお持ちください。（土・日・祝日は除く）
※ 募集案内などは島しょ振興公社ホームページ

または、企画財政課で配布します。

■補助事業についての問い合わせ
　公益財団法人　東京都島しょ振興公社　　
　　電話 03－5472－6546　ＨＰ：http://www.islands-net.metro.tokyo.jp
　八丈町企画財政課企画情報係　電話 2-1120
■ファンド助成事業についての問い合わせ
　公益財団法人　東京都中小企業振興公社　助成課
　　電話 03－3251－7895　ＨＰ：http://www.tokyo-kosha.or.jp
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お知らせ掲示板つづき

　１０月１日から八丈町庁舎厨房に関する条例が施行され、厨房の使用方法が定められます。

【使用できる方】　町内を活動拠点とする団体

【使用時間】　　　 午前９時から午後５時　　※この時間以外についてはご相

談ください。

【使用申請】　　　 使用希望日の３カ月前の月の初日から使用希望日の前月５日までに、企画財政課

へ「八丈町庁舎厨房使用承認申請書」を提出してください。（様式は町ホームペー

ジからダウンロードできます。）

　　　　　　　　※１０月の使用申請については、お早めに問い合わせください。

　　　　　　　　※１１月の使用申請は１０月５日（月）を〆切とします。

【使用決定】　　　申請を認めたときは、町から使用承認書を通知します。

【使用料】 使用時間 販売などを行わない場合 販売などを行う場合

５時間まで ４００円 ８００円

５時間を超え、１時間ごと １００円 ２００円

【注意事項】　　　１２月２９日から翌年の１月３日は休館日となります。

　　　　　　　　 厨房、附属設備を損傷したり滅失したときは、使用者に損害賠償請求します。

　　　　　　　　 原則として、使用期間は連続して７日間を超えることはできません。

　　　　　　　　使用後は必ず清掃をお願いします。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

八丈町庁舎の厨房をご活用ください

農業委員会委員選挙についてのお知らせ

　農業委員の選出方法を公選制から市町村長の選任制に改める、改正農業委員会法が可決・成立し

たことにより、9 月 29 日（火）を予定していた農業委員会委員選挙がなくなり、法附則の「農業

委員会に関する経過措置」により、現委員の任期が平成 28 年 3 月 31 日まで延長になりました。

八丈町農業委員会委員

【三　根地域】　浅沼　實、浅沼　博之、浅沼　大二郎、土屋　博

【大賀郷地域】　菊池　寛、菊池　勝男（欠員 2 名）

【樫　立地域】　佐々木　忠彦、伊勢崎　武二　　【中之郷地域】　山下　誉、菊池　家司

【末　吉地域】　沖山　慶孝、沖山　宗春

■問い合わせ■　八丈町農業委員会事務局　電話 2－1125
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お知らせ掲示板つづき

第54回　町民体育大会　10月11日（日）
主催：各地域実行委員会　　共催：東京都・八丈町教育委員会

　各地域で町民体育大会が次のとおり開催されます。
　スポーツを通じて、さわやかな汗をながし、親睦を深めましょう！！

三根地域
●開会式　午前９時：富士中学校校庭
●プログラム
　◎ロードレース：富士中学校
　◎ペタンク：三根小北側町有地
　　　　　　　（旧三根小臨時グラウンド）
　◎ ソフトボール：富士中学校・富士グラ

ウンド
　◎卓球：三根小学校
　◎バレーボール：富士中学校
　◎体力測定：三根小学校

中之郷地域
●開会式　午前９時：中之郷運動場
●プログラム
　午前　
　　①ドッヂボール　　　　
　　②三色対抗浮き球ベースボール
　　③ビーチボールバレー
　　④玉入れ
　午後　
　　①宝ひろい
　　②三色対抗リレー
　　③ゲートインワンチャンスも１回
　　④グラウンドゴルフ
　　⑤フットサル（サッカー）

末吉地域
●開会式　午前９時 30 分：末吉運動場
●プログラム
　午前　
　　①ゲートボールリレー　　　　
　　②宝ひろい　　　　　　　　　
　　③メディシング＆ビンたおし　　　
　　④玉入れ
　　⑤リレー
　　⑥綱引き
　　⑦ビンゴ
　　⑧スプーンレースで玉入れホイッ　　
　午後　
　　◎ ゲートボール
　　　（雨天時：バドミントン・卓球）

大賀郷地域
●開会式　午前８時30分　大賀郷小学校校庭
●プログラム
　①宝ひろい　　　　⑦しり相撲
　②玉入れ　　　　　⑧ 1500 ｍ競争
　③ボール蹴り競争　⑨わっぱまわし
　④子ども綱取り　　⑩ゲートボール競争
　⑤二人三脚　　　　⑪リレー
　⑥ボウリング競争

樫立地域
●開会式　午前９時：樫立運動場
●プログラム
　午前　
　　①ゲートボール　⑤中・高・一般リレー
　　②宝ひろい　　　⑥キャタピラ競争
　　③小学生リレー　⑦ボウリング競争
　　④大玉ころがし　⑧綱引き
　午後　
　　◎バレーボール　
　　◎グラウンドゴルフ・輪投げ

■問い合わせ■
・教育課スポーツ学習係　電話 2－0797
・各出張所（大賀郷地域は八丈町総務課庶務係）
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お知らせ掲示板つづき

電話で弁護士に相談できる「島しょ法律相談」のご案内
東京都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。
相談は無料です。

　ご相談者のプライバシーは固く守られていますので、安心してご相談ください。

相談日・時間　月・水・金曜日 ( 祝日・年末年始の閉庁日を除く。)　午後１時～４時
　※ 相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もありますので、事前にご

予約いただくと確実です。
事前予約　　　月～金曜日　( 祝日・年末年始の閉庁日を除く。)　午前９時～午後５時
■相談・予約・問い合わせ■　東京都生活文化局広報広聴部都民の声課　電話 03－5388－2245

平成２７年度　下半期　島しょ法律相談日　カレンダー
平成 27 年 平成 28 年

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金

2 2 4 6 2 4 　 　 　 1 3 5 2 4
5 7 9 9 11 13 7 9 11 4 6 8 8 10 12 7 9 11
　 14 16 16 18 20 14 16 18 　 13 15 15 17 19 14 16 18
19 21 23 25 27 21 25 18 20 22 22 24 26 23 25
26 28 30 30 28 25 27 29 29 29 30

　　※　斜線の日程（祝日・年末年始）は、相談はお休みです。

『法の日』無料相談
・相談内容　　①土地・建物の調査・測量、境界問題および不動産の表示に関する登記の相談
　　　　　　　②権利に関する相談
・相談日時　　10月２日（金）午前10時～午後３時まで
・相談場所　　高橋司法書士事務所　三根 12－４　電話 2－1086
・相談担当　　東京土地家屋調査士会七島支部　斎藤　孝道
　　　　　　　東京司法書士会島嶼支部　高橋　富雄
・後　　援　　東京法務局

第二東京弁護士会による無料法律相談　平成２７年度下半期日程
相談実施日　午前10時～正午　（完全予約制で、１人あたり20分程度）
　　　　　　10月23日、11月27日、12月18日、1月22日、2月26日、3月25日（各日とも金曜日）
相談料金　無料　※通話料はかかります。
予約手順　
①相談日の前日午後 3 時までに電話にて申し込みください。以降の手続きをご案内します。
　第二東京弁護士会法律相談センター　予約受付電話 03－3592－1855　ＦＡＸ 03－3581－3337
　受付時間：平日　午前９時15分～午後５時15分
②予約日時になりましたら電話をして、弁護士と相談をしてください。
　相談受付電話番号：03－3581－2407
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東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する
相談、相続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受付を実施
します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎届出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをお勧めします。

日　　時：10 月 20 日（火）午後２時 30 分～５時　　　
　　　　　10 月 21 日（水）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　　
　　　　　10 月 22 日（木）午前９時～正午
場　　所：八丈町役場１階　相談室１・２
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　電話 03－5213－1330（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 03－5213－1337（商業・法人）

無料法律相談窓口
　法テラス東京では、常勤弁護士による無料法律相談会を行います。
　法律相談は弁護士による面談方式で、１人 40 分程度、事前予約による先着順ですので、10 月
21 日（水）までに法テラス東京に予約してください。なお、予約に空きがある場合は当日のご希
望も伺いますが、予約の方が優先となります。
■日　時　10 月 23 日（金）午前 11 時～午後５時（最終受付　午後 4 時 30 分）
　　　　　10 月 24 日（土）午前 ９時～午後１時 （最終受付　午後 0 時 30 分）
■場　所　八丈町役場１階　相談室１
■主　催　日本司法支援センター東京地方事務所（法テラス東京）
　　　　　※法テラスは国が設立した公的な法人です。

■問い合わせ・予約■　法テラス東京　電話 050－3383－5307

行政相談週間　10月 19日（月）～ 25日（日）
　国、東京都、町の仕事などについて「要望や苦情をどこで相談したらよいかわからない」、「処理
が間違っている」など、このようなときは行政と住民のパイプ役として行政相談委員が相談に応じ
ます。
　相談は、口頭、電話、手紙、いずれの方法でも結構ですので、気軽にご相談ください。
■八丈町の行政相談委員　近藤　勝重　　大賀郷 7701 　電話 2－2720
■行政苦情110番　　　電話 0570－090－110
■東京総合行政相談所　電話 03－3987－0229
■総務省のホームページ　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

※登記相談の受け付けは、
　終了時間の30分前までです。

　また、下記の日程で臨時行政相談窓口を開設します。
■日　時　　10月13日（火）午前10時～正午　　■場　所　　八丈町役場１階　相談室１
■問い合わせ■　　企画財政課企画情報係　電話 2－1120
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観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話2－1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度

4 月 5,865 6,900 1,158  753 7,023 7,653 4,856 5,292  ▲8.2%

5 月 7,024 7,865 1,972 1,479 8,996 9,344 8,592 8,924   ▲3.7%

６月 4,877 5,060 1,224 1,000 6,101 6,060 4,612 4,581    0.7%

７月 8,108 8,219 1,823 1,886 9,931 10,105 7,712 7,847  ▲1.7%

８月 12,749 12,793 4,832 4,695 17,581 17,488 14,881 14,802    0.5%

計 38,623 40,837 11,009 9,813 49,632 50,650 40,653 41,446 ▲1.9%

※海路には、８月１日（にっぽん丸）の大型客船寄港分が含まれています。

行事
予定

10 月　　24 時間チャレンジ八丈太鼓（底土港船客待合所）　　24 日（土）～ 25 日（日）

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
 三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
< 東京竹芝発 22:30> < 八丈島発 9:40>

【東京愛らんどシャトル】空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）

　　　　　　　　http://tohoair-tal.jp/
　…詳しくは・東邦航空予約センター　電話 2－5222 
　　　　　　・問い合わせ　　　　　　電話 2－5200

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種

1891  7:30  8:25 A320 1892  9:05 10:00 A320

1893 12:15 13:10 B738 1894 14:20 15:15 B738

1895 15:50 16:40 A320 1896 17:20 18:20 A320

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 A320　166 人　　B738　167 人

10/1～10/31 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 22,390 15,190
※運航事業者の都合により、急な時刻変更などあり

ますので、ご注意ください。

○ 10月の航路ダイヤ

町 長 上 京 日 記　8月
１日～６日
◉ANA189２便にて上京
◉いたばし花火大会
◉ 平成28年度東京都予算編成に対する
　要望実行運動
◉NC303便にて神津島へ

１日～６日　続き
◉愛らんどリーグ2015神津島
◉NC304便にて上京
◉ANA1891便にて帰島

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種

1891  7:35  8:30 B738 1892  9:05 10:00 B738

1893 12:10 13:05 A320 1894 14:20 15:15 A320

1895 15:45 16:40 A320 1896 17:15 18:15 A320

※ 10/25（日）からは下記のダイヤとなり、時間と機種が変更となります。
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八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員の募集！！
広場の維持のため、お手伝いいただける方を募集しています！！
 　　 子どもが好きな方ならどなたでも大歓迎です！あなたも一緒に働き

ませんか？
対 象 者　　体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
　　　　　　（高校生についてはご相談ください）
業務内容　　 八丈町放課後子どもプラン（がじゅまる広場、とびっこクラ

ブ（学童））に参加する小学生児童への安全管理、指導など
勤務場所　　各小学校
勤務時間　　放課後（おおよそ午後２時・場合によっては午後０時30分）～午後６時30分（日祝を除く）

（シフト制）
応募方法　　 八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項をすべて記入し、福祉健康課厚生係ま

たは教育課生涯学習係に持参してください。
履 歴 書……福祉健康課厚生係・教育課生涯学習係で受け取るか八丈町ホームページからダウンロード。
　　　　　　※「八丈町放課後子どもプラン」で検索　ページ下部のリンクよりダウンロードしてください
　　　　　　保育士・幼稚園教諭・教員免許等保持者は優遇しますので履歴書に記入ください。
勤務条件など　　八丈町臨時職員の任用に関する規程などによります。
※ 採用方法、注意事項、詳しい事業内容などは問い合わせいただくか、八丈町公式ホームページをご覧く

ださい。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

17

町立保育園臨時職員の募集
対 象 者　子ども好きで、体力のある心身ともに健康な方。（資格、経験は問いません。）　
　　　　　 子育てに専念するため保育現場を離れた元保育士の方や、保育園での勤務が未経験の有資格者

の方、保育士資格のない子育て経験者の方も大歓迎です。
勤務内容　保育士業務または保育士補助業務
　　　　　（保育園で実際に保育している保育士のお手伝いをしていただきます。）
勤務場所　各保育園
勤務時間　 各保育園により異なります。詳細は町立保育園ホームページまたは福祉健康課厚生係に問い合

わせください。
時　　給　八丈町規程によります。（詳細は問い合わせください。）
応募方法　 八丈町の指定する履歴書（福祉健康課厚生係で受け取るか、八丈町ホームページからダウンロー

ドできます。）に必要事項を記入し、福祉健康課厚生係（町役場１階７番窓口）までお持ちく
ださい。

採　　用　応募順に名簿に登録され、名簿の中から適任者を選出し、面接を実施した後に決定します。
注意事項　 八丈町立保育園で臨時保育士として働くための希望登録制度です。臨時保育士が必要になった

時に、登録された方の中から選定します。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

参加しませんか？募集しています！
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※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。勤
務条件など詳細については、問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

～職員募集～
◆看護師　若干名　　◆助産師　２名　　◆薬剤師　若干名
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　職員採用試験
○１次試験　書類選考　　　○２次試験（１次試験通過者のみ）口述試験（面接）

町立八丈病院からの募集案内！

～薬剤師（パート）募集～
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　面接など
○内　　容　薬剤師　　　　○提出書類　履歴書など　　○勤務時間　応相談

～看護助手（パート）募集～
○対 象 者　健康状態が良好で看護に興味のある方　　○選考方法　面接など
○内　　容　看護助手　　○提出書類　履歴書　　　　○勤務時間　応相談

「第１１回東京都島嶼交流大会」　参加者募集
　年に１度、島しょ地域に住む方たちが集まり、スポーツなどを通じた交流を深めることで、今後の島しょ

地域のスポーツ振興につなげることを目的としています。

◆日　　程　11 月 28 日（土）

　　　　　　午前 9 時～　島しょ対抗ソフトバレーボール大会（都立芝商業高等学校体育館）

　　　　　　午後 5 時～　交流会および表彰式

◆参加資格　東京都島しょ在住または出身の 18 歳以上の方

◆参加費用　6,000 円（昼食代 1,000 円、交流会費 5,000 円）

◆申込方法　八丈町教育委員会へ 10 月 27 日（火）までに申し込みください。

●問い合わせ・申し込み●　八丈町教育委員会教育課スポーツ学習係　電話 2－0797

　※本大会は天候などの状況により中止となる場合があります。

平成２７年度　八丈町健康づくり講演会
　「日頃のはたらき疲れた身体とこころを解放する気づきのストレッチ法・タオル体操を学ぶ」をテーマ

に身体に負担ない動かし方など実践を交えた講演会を開催します。どなたでも参加可能で、事前予約は必

要ありません。当日直接会場にご来場ください。

○日　時　10 月 26 日（月）　午後１時～２時 30 分

○場　所　八丈町保健福祉センター　　　○講　師　順天堂大学　名誉教授　武井正子氏

○持ち物　 ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、スポーツタオルまたはフェイスタオル、動きや

すい服装でお越しください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　保健師　電話 2－5570
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東京文化財ウィーク 2015企画事業
「文化財めぐり」「八丈島歴史民俗資料館ガイドツアー」

　八丈町教育委員会では、東京都文化財ウィーク 2015 の企画事業として「文化財めぐり」と「八丈島
歴史民俗資料館ガイドツアー」を行います。
　八丈町の文化財を、島内外のより多くの皆さんに知っていただくため、お誘い合わせの上、ぜひご参加
ください。

○文化財めぐり
【内　　容】　末吉地域の文化財や史跡などを徒歩で見学します。
　　　　　　見学先予定地：三島神社、長戸路屋敷、東光丸の碑、尾越の水汲場など
　　　　　　※見学先は予定です。内容に変更がある場合がありますが、ご了承ください。

【日　　時】　11 月 15 日（日）　午後１時 30 分から２時間程度
【集合場所】　末吉公民館前　　　【参 加 料】　無　料
【申込方法】　教育課生涯学習係まで住所、氏名、年齢、連絡先を連絡してください。( 電話、ＦＡＸ、Ｅメール )
【申込締切】　11 月９日（月）　　　　　　　

○八丈島歴史民俗資料館ガイドツアー
【内　　容】　館内に展示している考古・歴史民俗資料や宇喜多秀家などの流人に関する解説をします。
【日　　時】　10 月１日（木）～ 11月29日（日）（文化財ウィーク期間）の土、日、祝日　
　　　　　　午前 10 時 30 分から１時間程度
　　　　　　※事前申込は不要です。直接資料館までお越ください。

【入 館 料】　大人：360 円　小人：170 円　※島内在住者無料

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話：2－7071　FAX：2－4437
　　　　　　　　　　　　　　　　　E メール：kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp

八丈島に響け！　全国合唱ファンのハーモニー

團伊玖磨の心をうたう『筑後川』IN八丈島 2015
■日　時　11 月１日（日）　午後１時 30 分　開演　（開場は午後１時より）
■会　場　八丈町多目的ホール「おじゃれ」
■入場料　500 円（高校生以下は無料）
＜チケット販売＞　・八丈島文化協会（午前９時～正午）・八丈島観光協会　・富次郎商店
■出　演　大賀郷中学校音楽部・八丈高校音楽選択者・三原歌おう会・八丈混声合唱団
　　　　　九州各地の合唱団・大阪市民混声合唱団・文京混声合唱団など総勢 250 人
＜プログラム＞

【第一部】八丈島の歌声
【第二部】團伊玖磨と合唱仲間たち
【第三部】混声合唱組曲『筑後川』200 人の大合唱　
指揮／現田　茂夫（神奈川フィル名誉指揮者）
●主　催　「團伊玖磨の心をうたう『筑後川』IN 八丈島２０１５」実行委員会
●後　援　八丈町、八丈町教育委員会、朝日新聞社、東京都島しょ振興公社、八丈島文化協会
　　　　　その他島内各種団体・事業所など
■問い合わせ■　「團伊玖磨の心をうたう『筑後川』IN 八丈島 2015」委員会事務局　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話 090－8036－1826
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八丈島空港「空の日」イベント開催のお知らせ
10 月 17 日（土）9:00 ～ 16：00

（空港駐機場の開門時間 10：00 ～ 15：00）

　「空の日」イベントは、より多くの皆さんに、航空へのご理解と関心を高めていただくために全国各地
の空港などで毎年開催されている行事です。
　今年もたくさんの催し物を用意して、皆さんのお越しをお待ちしています。

　　　＜イベント当日のスケジュール＞
駐機場内
　○航空機・化学消防車・警察車両の展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10:00～15:00
　○化学消防車の放水（ANA1893 便の到着機に放水アーチ）　　　　　　　　　　13:00～13:10 頃
　○八丈太鼓演舞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:00～
　○ヘリコプター遊覧飛行（子供紙飛行機大会入賞者）（イベント終了後）　　　　　16:30～
管制塔横 
　○空の日ミニ縁日（おもちゃ・駄菓子・スーパーボールすくいなど）　　　　　　　9:00～16:00
　○ ANA 特製お皿　チャリティーでの配付（配布数に限りがあります）　　　　　　10:00～
愛らんどシャトル格納庫内 
　○子供紙飛行機大会　　　　　　受付 9:30～10:30（格納庫前にて）　　　　　　11:00～12:00
ターミナルビル総合ロビー内 
　○ ANA 人形劇『つばさくんとひこうきのしごと』　　　　　　　　　１回目　　　10:00～11:00
　　＆じゃんけん大会（キッズ制服写真撮影あり）（カメラ持参） 　　　２回目　　　15:00～16:00
　○写真展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9:00～16:00
ターミナルビル内レストラン　アカコッコ
　○空の日ワンコイン牛丼　＊限定１５０食　　　　　　　　　　　　　　　　　　10:30～

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

    くにまるくん 

 

みんな、空港に 

集合しよう!! 

受付場所 

（紙飛行機） 

入場受付場所 

※�天候その他の事情により、イベントの内容変更、または中止する場合があります
ので、あらかじめご了承願います。

■問い合わせ■　東京都八丈島空港管理事務所　電話 2－0163　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空の日ネット http://www.soranohi.net/



INFORMATION●　広報はちじょう

25

はちじょうトピックス

■八丈島　ＲＡＩＮＢＯＷ　ＣＵＰ　2015　フットサル大会の結果について
　９月５日（土）・６日（日）の二日間、南原スポーツ公園サッカー場にて、毎年恒例の八丈島
RAINBOW CUP 2015 フットサル大会が開催されました。一般、O－45（45 歳以上）、レディースの
３カテゴリーに 19 チーム／ 296 名（島外から 152 名、島内は選手およびスタッフ含め 144 名）が参
加し、熱戦が繰り広げられました。元 J リーガー水内猛さん率いる TFA は、昨年に続いて出場し、今回
惜しくも準優勝となりましたが、大会を盛り上げてくださいました。　　
　フットサルの試合のみでなく、木場克己トレーナーによる KOBA 式体幹トレーニングや、島内サッカー
チームに所属する小学１年生によるエキシビジョンマッチ、一日目の試合後には交流会が行われました。
交流会では各チーム紹介の他に八丈太鼓が披露され、会場は島料理に島焼酎で盛り上がり、楽しいひと時
を過ごせた交流の場となりました。今後もこの大会が文字通り、島内外をつなぐ『虹の架け橋』となり、
更なる交流が生まれることを期待します。

一般の部　

優勝 サンフレッチェ八丈島 ＭＶＰ 菊池暉 　

準優勝 TFA 得点王 佐々木竜太 ７得点

３位 サークルフォレスト

４位 TFB 　 　 　

５位 浦和仲本パパス 　 　 　

６位 FC鬼球 　 　 　

７位 脱硫 　 　 　

８位 FCプロフェソル 　 　 　

0－45の部　

優勝 坂下オーバー45 ＭＶＰ 佐々木直喜 　

準優勝 スターライト 得点王 吉賀幸一 ７得点

３位 スターダスト

４位 慶應トータス

５位 坂上オーバー４５ 　 　 　

６位 浦和仲本パパス４５ 　 　 　

７位 秋川高校サッカー部OB 　 　 　

レディースの部　

優勝 LUSH ＭＶＰ 増田好美 　

準優勝 Borracho 得点王 川崎　望 ７得点

３位 八丈レディース

４位 スターライトレディース 　 　 　



10月201510月2015
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
小学校連合音楽会

13：30 会場 13：55 開演
4 5 6 7 8 9 10
中学校陸上記録会
9：00 ～ 三原中学校
し尿収集運搬休業日

防災訓練（中之郷）
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

４歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00
し尿収集運搬休業日

11 12 13 14 15 16 17
町民体育大会
し尿収集運搬休業日

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

3-4カ月児・産婦
健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

「空の日」イベント
9：00 ～ 16：00
八丈島空港

18 19 20 21 22 23 24
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日 すくすく相談

9：30 ～ 11：30
グラウンドゴルフ大会
9：30 ～ 11：30
南原スポーツ公園

八丈島寄席 
すこやか講演会

14：00 ～ 15：30
24時間チャレンジ
八丈太鼓
10：00 ～ 底土船客待合所
し尿収集運搬休業日

25 26 27 28 29 30 31
24時間チャレンジ
八丈太鼓
し尿収集運搬休業日

健康づくり講演会
13：00 ～ 14：30

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

3歳児健康診査
13：15 ～ 14：00 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

10月のゴミ分別回収

受付時間／ 8：00 ～ 11：00

燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※定休日が祝日の場合は営業します。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 10 月 19 日（月）～ 21 日（水）  9：00 ～
糖尿病教室 10 月　9 日（金）  8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 2 3 1 2 3

燃・害 燃・害 金属 燃・害 金属

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

金属 燃・害 資源
古着 びん 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※初めて町立八丈病院にかかる方は、8：30 からの受付になります。
※ その他の専門外来診療は予約制です。診療科により予約方法が異なりますので、平日の午前 8 時

30 分から正午までの間に、院内予約係窓口または電話（2-1188）にてご連絡ください。

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 　5 日 毎週月曜日

みはらしの湯 　6 日　13 日　15 日～ 30 日※ 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　7 日　14 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　1 日　　8 日　 毎週木曜日
10/15（木）～10/30（金）までみはらしの湯は井戸浚渫（しゅんせつ）工事のため臨時休業します。
その間、他の町営温泉は休まず営業します。

図書館特別整理休館　13日（火）～24日（土）

図書館特別整理休館　13日（火）～24日（土）


